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お盆期間中のごみ収集日程
お盆を含む8月12日（日）～18日（土）

日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
曜日 日 月 火 水 木 金 土

収集する
ごみ種別 生ごみ 休み 可燃ごみ

※8月14日（火）プラスチック製容器包装、15日（水）不燃ごみ、16日（木）生ごみの収集は休みになります。

参加者募集！

河川生き物講習会河川生き物講習会
川にはどんな生き物がいるんだろう？
目で見て、触れて、生き物たちの姿や形、さらに虫たちと川の水質とのかかわりにつ
いて学習します。

主催：信濃川を守る協議会佐久ブロック　　後援予定：長野県環境保全研究所

期　　　日 9月8日（土）午前10時～正午まで

概　　　要 河川の生き物を捕獲・観察し、生物や河川などについて学習するものです。

募 集 定 員 40名（定員になり次第締め切らせていただきます）

参 加 費 用 無料

集 合 場 所 佐久橋河川敷　（千曲川スポーツ交流広場）

持 ち 物 濡れてもよい服装と靴、飲み物、虫取り網やザルなどの捕獲道具

そ の 他 小雨決行（中止の場合は個別に連絡します）

募 集 期 間 8月6日（月）～8月24日（金）

参 加 資 格 一般の方、子どもとその保護者（佐久地域に居住している方に限ります）

申し込み・問い合わせ先 「信濃川を守る協議会 佐久ブロック」事務局
（佐久市生活環境課内）0267（62）3094

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり88月号 月号 （（88））　　



対　象　者
所得制限

本人 配偶者・扶養義務者等

こ　ど　も
0歳～小学生

なし
なし

中学生 父母の所得税額の合計が
15万3千円未満が該当

障　害　者

身障手帳1・2級 特別障害者手当準拠

特別障害者手当準拠

身障手帳3・4級 所得税非課税
療育手帳A1～B1

特別障害者手当準拠
精神保健福祉手帳所持者および精神障害で
障害基礎年金を受給されている方
65歳以上国民年金法施行別表該当者
※身体や精神に一定以上の障害がある方

母子・父子家庭

配偶者のない方で現に18歳未満(高等学校等
卒業まで)の児童を扶養している方

児童扶養手当準拠 児童扶養手当準拠同上に扶養されている18歳未満(高等学校等
卒業まで)の児童

父母のない18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童

※1医療機関あたり500円の自己負担が発生します。また、高額療養費や入院時の食事療養費などは該当になりません。
※学校でけがをされた場合、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象となる場合があります。
　その場合は福祉医療の対象とはなりませんので、ご注意ください。

「体幹を体感！」
県営住宅入居者を
募集します

日常生活を行う上でとても大切な身体。
特にスポーツを行う方にとっては、最大限の力を
発揮できる身体づくりが重要になってきます。
スポーツにかかわる方はぜひ、ご参加ください。

御代田町、小諸市、佐久市、佐久穂町にある、県
営住宅入居者の募集を行います。

【募集期間】
　8月27日（月）～9月5日（水）
　午前9時～午後5時
　（募集期間内の土・日は受け付けます）

申込方法などの詳細につきましては、8月下旬よ
り長野県住宅供給公社へ直接または、県ホーム
ページでご確認ください。

問い合わせ先　カーリングホールみよた
 （32）0019

申し込み・問い合わせ先
長野県住宅供給公社佐久管理センター（佐久合同庁舎内）
 0267（78）5410

日　時：8月31日（金）　午後7時～9時
場　所：エコールみよた　あつもりホール
講　師：工藤哲也氏（長野アドバンスコンディショナーズ㈱）
対　象：スポーツにかかわる方など（小学生以上）
参加費：無料
持ち物：筆記用具・バスタオル
主　催：NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ
※詳細につきましては、お問い合わせください。

スポーツセミナー開催
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